
佐倉市建設工事等格付基準 

（趣旨） 

第１条 佐倉市一般（指名）競争入札参加業者資格審査要領第８条第

５項に定める格付について、必要な事項を定める。 

(建設工事の格付) 

第２条 建設工事の格付は、建設業法第２７条の２９第１項に規定す

る総合評定値により、下表のとおりとする。 

Ａ ７００点以上 

Ｂ ６００点以上７００点未満 

Ｃ ６００点未満 

（新規建設業者の格付） 

第３条 前条の規定にかかわらず、新規建設業者（新規に建設業法に

より許可を受けたもので、過去２年間の工事完成高の確認をされな

い者をいう。）は、最下位の格付とする。ただし、市長が特に必要と

認めた場合は、当該建設業者から資料の提出を求め、当該資料に基

づき前条の格付を行うことができる。 

（補則） 

第４条 この基準に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都

度関係部局と協議し定めるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成１３年５月１日制定し、平成１３年６月１日より

施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この基準は、平成１９年６月１日より施行する。 

附 則（令和３年３月３０日決裁 佐契第１２０１号） 

この基準は、令和３年４月１日から施行する。 


